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平成　　　年分の確定申告書

Information' s
くらしのおしらせみとよ

国民年金のお知らせ ▲

問い合わせ　　　　　　市民課　☎73－3005　　　　
善通寺年金事務所　☎0877－62－1662

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

　

新
成
人
の
皆
さ
ん

　

20
歳
に
な
っ
た
ら　
国
民
年
金
で
す

　　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加

入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。
国
が
責

任
を
持
っ
て
運
営
す
る
た
め
安
定
し
て
お
り
、

年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま

す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
加
入
の
手

続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
年
金
に
は
老
後
に
給
付
さ
れ
る
老
齢
年

金
の
ほ
か
に
、
病
気
や
事
故
で
障
が
い
が
残
っ

た
と
き
に
受
け
取
れ
る
障
が
い
年
金
、
家
族
の

働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
る
遺

族
年
金
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
必
要
な
手
続

き
を
行
わ
ず
、
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す

る
と
、
こ
れ
ら
の
年
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本

人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険

料
の
納
付
が
全
額
猶
予
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な

る
学
生
は
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大

学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年

限
が
１
年
以
上
で
あ
る
過
程
）、
一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
で
す
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
、
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保

険
料
の
納
付
が
全
額
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
、
若
年
者
納
付
猶
予
の
期
間

は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
期
間
と
し
て
計

算
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
案
内
を

　

民
間
事
業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
平
成
25
年
2
月
か
ら

民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
、
保
険
料
の
納
め
忘

れ
が
あ
る
人
に
対
し
て
電
話
、
文
書
、
戸
別
訪

問
に
よ
り
、
納
付
や
免
除
申
請
手
続
き
の
ご
案

内
を
し
て
い
ま
す
。

　

委
託
先
の
民
間
事
業
者

　

（
株
）
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ

　
　

問
い
合
わ
せ
先
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振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
注
意

　

民
間
事
業
者
で
は
、
日
本
年
金
機
構
が
発
行

し
た
納
付
書
を
使
っ
て
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
お
支
払
い
し
て

い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
銀
行
口

座
を
指
定
し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
に
よ
り
振
り

込
み
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
民
間
事
業
者
が
戸
別
に
訪
問
し
て
保

険
料
を
お
預
か
り
す
る
場
合
は
、
顔
写
真
入
り

の
納
付
督
励
員
証
明
書
（
身
分
証
）
を
提
示
し
、

日
本
年
金
機
構
が
発
行
す
る
納
付
書
を
お
持
ち

の
人
に
限
り
、
保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
人
か

ら
保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
11
時
、
午
後
１
時
〜
３
時

※
申
告
相
談
の
期
間
は
2
月
15
日
（
月
）

〜
3
月
15
日
（
火
）
で
す
。
詳
し
い
日

程
は
、
広
報
み
と
よ
２
月
号
と
一
緒
に

配
布
し
ま
す
。

　
　

給
与
所
得
者
の
確
定
申
告

　

給
与
所
得
者
は
、
年
末
調
整
に
よ
り
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
が
精
算
さ

れ
る
た
め
、
大
半
の
人
は
確
定
申
告
が
不

要
で
す
。

　

し
か
し
、
給
与
所
得
者
で
も
確
定
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
や
、
確
定

申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
が
必
要
な
人
は
、
必
ず
期
間
内
に

行
い
ま
し
ょ
う
。

　

平
成
27
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
、
申
告
書

の
受
付
期
間
は
、
２
月
16
日
（
火
）
〜
３

月
15
日
（
火
） 

で
す
。

　

な
お
、
還
付
申
告
は
、
２
月
15
日

（
月
）
以
前
で
も
税
務
署
で
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
税
務
署
の
閉
庁
日

は
除
き
ま
す
。

※
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別

所
得
税
の
確

定
申
告
書
を

作
成
す
る
と

き
は
「
復
興

特
別
所
得
税

額
」
欄
の
記

載
漏
れ
が
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

確
定
申
告
書
を
作
成

　

所
得
税
や
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を
作

成
す
る
際
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入

力
す
る
と
、
税
額
な
ど
が
自
動
的
に
計
算

さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
確
定

申
告
書
は
印
刷
し
て
、
所
轄
の
税
務
署
に

郵
送
な
ど
の
方
法
で
提
出
で
き
る
ほ
か
、

「
ｅ
―

T
a
x
（
電
子
申
告
）」
を
利
用

し
て
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
分
か
ら
は
、
給
与
所

得
者
ま
た
は
公
的
年
金
所
得
者
向
け
の
申

告
書
作
成
画
面
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
初
め

て
の
人
で
も
操
作
し
や
す
い
画
面
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

申
告
書
作
成
に
は
、
ぜ
ひ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
」
で
は
、
よ
く
あ
る
税
の
質
問

に
対
す
る
一
般
的
な
回
答
を
、
税
金
の
種

類
ご
と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
　

出
張
年
金
相
談

●
日
時
お
よ
び
場
所

　

1
月
13
日
（
水
）
三
豊
市
役
所
西
館

　

1
月
26
日
（
火
）
詫
間
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
持
っ
て
い
く
も
の

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、
相
談

者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
。

代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
お
よ
び
代
理
人

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
が
必

要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

高
松
（
オ
フ
ィ
ス
）

　

☎
0
8
7
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8
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）
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国
民
年
金
基
金
相
談
会

　
●
日
時　

1
月
27
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

●
場
所　

三
豊
市
役
所
西
館

●
問
い
合
わ
せ

　

県
国
民
年
金
基
金

　
　

０
１
２
０
（
６
５
）
４
１
９
２

申告相談の会場が変わります
くらし

▲

問い合わせ　観音寺税務署　☎25－2196
税務署からのお知らせ

くらし

くらし

学
生
納
付
特
例
制
度

受
付
時
間

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

対 象 者 会　　場

高瀬町・三野町在住の人

詫間町・仁尾町在住の人

豊中町・山本町・財田町
在住の人

高瀬町農村環境改善センター

詫間福祉センター

豊中町農村環境改善センター

平成　　　年分の確定申告書

　

市
で
は
、
今
年
か
ら
申
告
相
談
の
会

場
お
よ
び
受
付
時
間
が
、
次
の
と
お
り

変
わ
り
ま
す
。

　
会
場


